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平成 29 年 月

平成 29 年度 平成 38 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,800 円 4,099 円

3,800 円 4,140 円

3,800 円 4,011 円

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

￣

　基本料金：一般家庭用 10㎥当たり 1,900円
　超過料金：１㎥増すごとに190円

　基本料金：一般家庭用 10㎥当たり 2,000円
　超過料金：１㎥増すごとに200円

平成25年度 平成25年度

平成27年度

平成26年度 平成26年度

別添２－２

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

　非適用

大桑村下水道事業経営戦略

　平成14年度（14年）

大桑村

特定環境保全公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

27.7

　1箇所（野尻浄化センター）

　無し

処 理 区 数 　1処理区（野尻処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　木曽広域連合において、木曽地域（上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村）の各処理場で
発生する汚泥を集約し、共同処理を実施しています。（共同化）

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成27年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

職 員 数 3

　平成18年4月１日に組織改正を行い、建設水道課内の水道係と下水道係を統合して上下水道係とし、現
在に至っている。

　受入団体が、弾力性や柔軟性のある施設運営ができるかどうか疑
問であり、指定管理者制度については検討していない。

　民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力について、行政判
断が困難なため現段階では活用していない。

 イ　指定管理者制度

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5 　収入増につながる土地・建物等の資産を保有していない。

※別紙「経営比較分析表」のとおり

　施設が小規模であり、費用対効果が見込めないため検討していな
い。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

民 間 活 用 の 状 況

事 業 運 営 組 織

　特定環境保全公共下水道事業の維持管理を公益財団法人長野県
下水道公社に一括委託しています。受託事業者のサービス水準に
おいて、監督評価の方法が不明確であるため、民間委託については
検討していない。

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　財源の目標については、汚水処理費の削減に努めるとともに、適時の料金改定により使用料収入の確保を図ります。
また、一般会計からの繰入金については、汚水処理費の基準外繰入分について、削減に努めます。

１．組織・定数削減に関する経費については、職員の削減が困難なため職員数は１名としています（特環会計）。

２．公営企業会計導入についての経費については、経常してありません。

３．防災対策等の経費については、計上してありません。

１．経営の効率性を示す、経費回収率については、平成23年度の69.5%から、平成27年度の71.5％に上昇傾向にある。全国平均の49.2%
を上回っているが、100％以上を目標に、維持管理経費の削減を図る必要がある。

２．債務の重さの度合いを示す、企業債元利償還金対料金収入比率については、平成23年度の367.4％から平成27年度の263.8％に減
少している。

３．費用の効率性を表す汚水処理原価は、平成23年度の280.4円から平成27年度の286.8円となり、やや横ばい状況にあるが全国平均
の332.0円を下回っている。

　特定環境保全公共下水道事業の役割を今後も持続的・安定的に履行し、全ての村民に対し、良質な下水道サービスを提供します。

○経営基盤の強化
　使用料収入については、大桑村人口ビジョンの推計による将来予測に基づき、適正な料金収入の確保に努めます。元利償還費用につ
いては、平成２４年度をピークに減少傾向にありますが、維持管理経費の増加が財政を圧迫しており、当面は一般会計に頼らざるを得な
い状況です。今後は経営基盤の強化のため、公営企業会計を導入して事業の透明性を高めます。

○効率的な施設の運営・管理
　機械・電気設備については、設備ごとのオーバーホール及び取替修繕のサイクルに基づき、年間維持管理費用の平準化を図ります。
また、維持管理業務を一括で発注し、農集及び特環の事業間費用の格差を是正します。

○水洗化の促進
　本事業の水洗化率は82.8％（H27)であり、全国平均の68.8%（H27）を上回っています。公共用水域の水質保全や居住環境の更なる向
上に向け、今後も広報・啓発活動を実施し、下水道へのつなぎ込みを促進します。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

　維持管理経費について、経費の削減、効率化に努めます。

その他の取組

薬品費に関する事項 　効率的な運転により、コスト削減に努めます。

その他の取組

広域化・共同化・最適化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　

　健全な事業の経営に向け、適正な時期における使用料改定を行います。使用料の見直しに関する事項

　各事業の維持管理再委託先を統一し、維持管理コストの削減を図ります。

　機械・電気設備については、稼働状況を反映した年度間事業費の平準化をはかり、
部材等の延命化を図ります。また、管渠等については、圧送区間の終端ﾏﾝﾎｰﾙを重点
箇所に指定し、投資費用の分散化を図ります。

　地形的な問題から現時点での広域化や共同化、最適化は困難ですが、今後も引き
続きこれらの適用性・費用対効果等について検討します。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
　公営企業会計の導入に併せて、包括的民間委託やPFI導入などの検討を行います。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　毎年度の進捗管理（モニタリング）に加え、5年に１度経営戦略を見直して検証と更新を行いま
す。

職員給与費に関する事項
　現在1名の職員を配置してますが、滞納徴収事務の嘱託職員の採用について検討し
ます。

動力費に関する事項
　今後の設備更新に伴う省電力化や設備の統廃合などによる経費削減について検討
します。

修繕費に関する事項 　ライフサイクルコストの削減に努めます。

委託費に関する事項
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様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

特定環境保全公共下水道会計 （単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 102,648 90,149 91,654 79,451 80,933 73,733 67,533 67,533 67,332 67,132 67,932 66,732 67,132

（１） (B) 23,166 23,159 23,139 23,267 21,933 21,733 21,533 21,533 21,332 21,132 20,932 20,732 21,132

ア 23,143 23,114 23,114 23,217 21,900 21,700 21,500 21,500 21,300 21,100 20,900 20,700 21,100

イ (C)

ウ 23 45 25 50 33 33 33 33 32 32 32 32 32

（２） 79,482 66,990 68,515 56,184 59,000 52,000 46,000 46,000 46,000 46,000 47,000 46,000 46,000

ア 79,482 66,990 64,000 56,184 59,000 52,000 46,000 46,000 46,000 46,000 47,000 46,000 46,000

イ 4,515

２ (D) 44,142 43,397 45,190 38,626 39,118 38,478 37,266 37,105 36,839 36,406 36,284 34,709 34,423

（１） 31,911 31,895 34,498 28,576 29,951 29,991 29,379 29,755 30,029 30,149 30,586 29,599 29,896

ア 3,589 3,797 3,797 3,425 4,040 4,080 4,120 4,160 4,200 4,240 4,280 4,320 4,360

イ 28,322 28,098 30,701 25,151 25,911 25,911 25,259 25,595 25,829 25,909 26,306 25,279 25,536

（２） 12,231 11,502 10,692 10,050 9,167 8,487 7,887 7,350 6,810 6,257 5,698 5,110 4,527

ア 11,907 11,056 10,246 9,525 8,828 8,148 7,556 7,015 6,472 5,918 5,354 4,779 4,193

イ 324 446 446 525 339 339 331 335 338 339 344 331 334

３ (E) 58,506 46,752 46,464 40,825 41,815 35,255 30,267 30,428 30,493 30,726 31,648 32,023 32,709

1 (F) 809 7,053

（１）

（２） 518 4,010

（３）

（４）

（５） 291

（６）

（７） 3,043

２ (G) 58,507 53,930 45,378 40,712 41,410 34,666 30,127 29,440 29,983 30,537 31,101 31,676 32,262

（１） 518 4,010

（２） (H) 57,989 49,920 45,378 40,712 41,410 34,666 30,127 29,440 29,983 30,537 31,101 31,676 32,262

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 57,698 △ 46,877 △ 45,378 △ 40,712 △ 41,410 △ 34,666 △ 30,127 △ 29,440 △ 29,983 △ 30,537 △ 31,101 △ 31,676 △ 32,262

(J) 808 △ 125 1,086 113 405 589 140 988 510 189 547 347 447

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

収 支 差 引 (A)-(D)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

特定環境保全公共下水道会計 （単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38

(K) 660 270

(L) 509 657 270

(M)

(N) 657 262 1,356 113 405 589 140 988 510 189 547 347 447

(O)

(P) 657 262 1,356 113 405 589 140 988 510 189 547 347 447

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S)

100.5% 96.6% 101.2% 100.1% 100.5% 100.8% 100.2% 101.5% 100.8% 100.3% 100.8% 100.5% 100.7%

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 616,706 566,786 521,408 480,696 439,286 404,620 374,493 345,053 315,070 284,533 253,433 221,756 189,494

○他会計繰入金

年　　　　　度

区 分

79,482 66,990 64,000 56,184 59,000 52,000 46,000 46,000 46,000 46,000 47,000 46,000 46,000

69,896 60,976 55,623 50,238 42,813 37,683 36,455 36,455 36,455 36,455 36,455 36,455 36,455

9,586 6,014 8,377 5,946 16,187 14,317 9,545 9,545 9,545 9,545 10,545 9,545 9,545

518 4,010

518 4,010
80,000 71,000 64,000 56,184 59,000 52,000 46,000 46,000 46,000 46,000 47,000 46,000 46,000

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

96.6% 101.2%

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ）

赤 字 比 率 （ ×100 ）

100.5%

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

積 立 金

前年度からの繰越金

100.3% 100.5% 100.8% 100.2% 101.5% 100.8% 100.3% 100.8% 100.5% 100.7%

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38
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